
４ 市政運営の原則 

 

○三鷹市自治基本条例 

平成 17年 10月１日条例第 17 号 

改正 平成 19年３月 12日条例第３号 

○多摩市自治基本条例 

平成 16年３月 31日条例第１号 

改正  平成 22 年３月 15日条例第４号 

○阪南市自治基本条例  

平成 21 年 6 月 5 日条例第 21 号  

 

○明石市自治基本条例 

平成 22年３月 26 日条例第３号 

○流山市自治基本条例 

平成 21年３月 30日条例第１号 

 

○相生市市民参加条例  

平成 16 年 3 月 24 日条

例第 12 号  

第５章 市政運営 

（市の率先行動の基本原則） 

第 12 条 市は、国が批准した国際規約

等で確認されている人間の尊厳、自

由、平等及び持続可能な発展を実現す

るため、市の役割と責任を明確にし、

率先して行動するよう努めるものと

する。 

（行政サービス提供の基本原則） 

第 23 条 市長等は、行政サービスに関

する情報を分かりやすく市民に公表

するとともに、公平かつ効率的で、質

の高い行政サービスの提供を図り、市

民満足度の向上に努めなければなら

ない。 

 

（基本構想及び基本計画の位置付け等） 

第 13 条 市長等は、総合的、計画的な

市政運営を行うため、市の最上位計画

として市議会の議決を経て基本構想

を定めるとともに、基本構想の実現を

図るため、基本計画を策定するものと

する。 

２ 基本構想及び基本計画に基づき策

定する個別計画は、基本構想及び基本

計画との整合及び連動が図られるよ

うにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 市の執行体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10 章  総合計画  

第 26 条  市は、第 4 条の基本理念

にのっとり、議会の議決を経て、基

本構想を定め、これに即して市政の

運営を行わなければならない。  

2 市長は、基本構想の実現のための

基本計画を定め、これに基づく事業

の効果及び達成度を評価し、これを

公表しなければならない。  

3 市長は、前項の評価に基づき、必

要に応じて事業を見直さなければ

ならない。  

 

第４章 市政運営 

（基本原則） 

第 25 条 市長等は、次に掲げる事項を

基本原則として、市政を運営するもの

とする。 

(１) 参画と協働に基づくこと。 

(２) 公正で透明であること。 

(３) 効果的で効率的であること。 

(４) 施策を計画的に実施し、実施結果

について評価を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

（総合計画等） 

第 26 条 市長は、市政を総合的かつ計

画的に運営していくための基本とな

る計画（以下「総合計画」という。）

を市民参画の下で定めなければなら

ない。 

２ 市長は、市民と共にまちづくりを進

めていくため、市民と共有できるまち

づくりの目標を総合計画に定めるも

のとする。 

３ 市長は、総合計画に定めるまちづく

りの目標を実現するため、具体的な施

策・事業について個別の計画を定める

とともに、実行していくための計画を

策定し、達成目標等をできる限り数値

で示すものとする。 

４ 市長は、総合計画及び前項に規定す

る計画（以下「総合計画等」という。）

に基づくまちづくりを推進していく

ため、適切な進行管理を行い、検証及

び評価をし、必要に応じ見直しを行う

ものとする。 

第６章 行政運営の原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総合計画） 

第 22 条 市長は、総合的かつ計画的な

市政運営を行うため、流山市の最上位

計画として基本構想、基本計画及び実

施計画を内容とする総合計画（以下

「総合計画」という。）を策定します。 

２ 市長は総合計画における基本構想

のほか、その直近の下位計画である基

本計画についても、議会の議決を経な

ければなりません。 

３ 市長は、社会経済情勢等が大きく変

化し、総合計画の内容との間にかい離

が生じたときは、これを見直すものと

します。 

４ 市が行う政策は、総合計画に根拠を

置かなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.city.hannan.lg.jp/static/reiki_int/reiki_honbun/k2340490001.html#j4


４ 市政運営の原則 

 

 

 

 

 

 

（自治体経営） 

第 24 条 市長等は、事業の実施に当た

り、最少の経費で最大の効果を上げる

よう努め、地域における資源を最大限

に活用した事業の戦略的な展開を図

るとともに、市民満足度の向上及び成

果重視の観点を踏まえた自治体経営

を推進しなければならない。 

２ 市長は、健全な財政運営に努めると

ともに、市の財政、財務等に関する資

料を作成して公表することにより、市

の経営状況を的確かつ分かりやすく

市民に伝えなければならない。 

３ 市長は、他の執行機関と連携を図り

ながら、各種の行政サービスを受ける

市民間の負担の適正化及び社会資本

整備等における世代間の負担の公平

化が図られるよう、適切な財政政策を

進めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（政策法務） 

第 22 条 市は、市民のニーズや市の行

政課題に対応した主体的な政策活動

を推進するため、自治立法権と自治解

釈権を活用した積極的な法務行政を

推進しなければならない。 

２ 市は、この条例並びに第 13 条第１

項に規定する基本構想及び基本計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 予算編成等の財政運営、評価、行政

改革、組織編成等は、総合計画等と調

整を図りながら行われなければなら

ない。 

 

（財政） 

第 27 条 市長は、総合計画等に基づき、

又は事業等の評価を踏まえ、計画的な

財政運営を行い、予算を編成しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、財源の確保及び効果的で効

率的な経費支出に配慮することによ

り、健全で持続可能な財政運営に努め

なければならない。 

３ 市長は、市全体の財政情報を市民に

分かりやすく公表しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（政策法務） 

第 28 条 市長等は、地域の実情にあっ

た質の高い行政を行うために、職員の

法務に関する能力を高めるなど、法務

の体制を充実しなければならない。 

２ 市長等は、積極的に政策づくりを推

進するため、自治立法権等を有効に活

用していかなければならない。 

 

 

 

 

 

（財政運営） 

第 23 条 市長は、財政の状況を総合的

に把握し、分析を行い、もって明確な

方針のもとに市民サービスの質を維

持し、向上させるとともに、最少の経

費で最大の効果を挙げる健全な財政

運営を行います。 

２ 市長は、財政状況及び財産の保有状

況につき出資団体を含む連結決算を

行い、財政情報を作成しなければなり

ません。 

３ 市長は、財政運営における目標値を

定め、自立的な財政基盤の強化に努め

るとともに、中長期の財政計画を策定

しなければなりません。 

４ 市長は、財政運営の透明性を確保す

るとともに、第２項の財政情報及び前

項の中長期の財政計画を市民に分か

りやすく公表しなければなりません。 

５ 市長は、歳入における市税の２割を

超える地方債を発行する事業を実施

する場合は、市民投票などの多様な方

法によって必ず市民に意見を求め、そ

の結果を尊重しなければなりません。 

６ 市長は、財政運営の健全化、公開性

及び効率性を推進する制度を構築し

ます。 

 

（法令の活用による政策実現） 

第 25 条 市は、行政運営上の課題や市

民等の要望に対応するため、法令等を

主体性をもって解釈するとともに、自

治立法権を積極的に行使することそ

の他多様な方法によって、政策の実現

に努めなければなりません。 

 



４ 市政運営の原則 

 

の目的を達成するため、分野別の基本

条例、総合条例等を整備するものとす

る。 

 

（行政評価） 

第 25 条 市長等は、効果的かつ効率的

な市政運営を図るため、適切な目標設

定に基づく行政評価を実施し、評価結

果を施策等に速やかに反映させるよ

う努めるとともに、行政評価に関する

情報を分かりやすく市民に公表する

ものとする。 

 

（監査） 

第 26 条 監査委員は、市の財務に関す

る事務の執行及び経営に係る事業の

管理の監査並びに市の事務の執行の

監査をするに当たっては、事務事業の

適法性及び妥当性のほか、経済性、効

率性及び有効性の評価等を踏まえて

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員及び組織） 

第 20 条 市は、広く人材を求め、公正

かつ有能な職員の任用に努めるとと

もに、適材適所の人事配置、効果的な

人材育成並びに適切な人事評価及び

処遇を行うことにより、職員及び組織

の能力が最大限に発揮されるよう努

めなければならない。 

２ 職員は、その職責が市民の信託に由

来し、市民全体の奉仕者であることを

自覚し、法令、条例等及び任命権者の

指示に従い、誠実、公正かつ能率的に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市の組織体制） 

第 16 条 市の執行機関は、総合計画、

条例、予算その他市議会の議決に基づ

く施策及び事業並びに法令等に定め

られた事務について、公正かつ迅速に

執行できる組織体制を整備しなけれ

ばなりません。 

２ 市の執行機関は、まちづくりに必要

な能力を有する職員を育成しなけれ

ばなりません。 

３ 市の執行機関の職員は、市民の信頼

に応え、この条例の趣旨に則して職務

 

 

 

 

（評価） 

第 29 条 市長等は、実施する事業等に

ついて、市民参画の下、検証及び評価

を行い、その結果を公表しなければな

らない。 

２ 市長等は、前項の評価の結果を、総

合計画等、財政運営、予算編成、組織

編成又は個別の事業等に反映させる

よう努めなければならない。 

３ 評価に関し必要な事項については、

別に条例で定める。 

 

 

 

 

  

（行政改革） 

第 30 条 市長等は、積極的に市民活力

を活用しながら、持続可能な行財政体

質を構築しなければならない。 

２ 市長等は、質の高い、効果的で効率

的な市民サービスを行うため、行政改

革の推進に取り組まなければならな

い。 

 

（組織） 

第 31 条 市長等は、市民に分かりやす

く、簡素で機能的な組織を編成しなけ

ればならない。 

２ 市長等は、市民サービスができるだ

け市民に身近なところで処理される

よう組織の整備、充実を図るととも

に、社会情勢又は市民ニーズの変化に

的確に対応し、常に組織の見直しを図

らなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（行政評価） 

第 24 条 市は、効果的かつ効率的に行

政を運営するため、政策、施策及び事

業のすべてについて行政評価を実施

しなければなりません。 

２ 市は、前項の行政評価の結果に基づ

き政策、施策及び事業を見直すととも

に、これを総合計画の進行管理及び見

直し並びに予算の編成に反映させな

ければなりません。 

３ 市は、第１項の行政評価を行うとき

は、市民等の参加による方法を用いる

よう努めるとともに、その行政評価の

結果を市民等に分かりやすく公表し

なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政組織及び職員の能力開発等） 

第 26 条 市は、行政運営上の課題や市

民等の要望の変化に迅速に対応でき

るよう行政組織を整備しなければな

りません。 

２ 市は、総合的な視点から定員適正化

計画を策定しなければなりません。 

３ 市は、職員の能力と意欲を高め、政

策形成能力を向上させるため、人事評

価、人事交流及び職員研修の制度の充

実に努めなければなりません。 

 



４ 市政運営の原則 

 

職務を行うとともに、創意をもって自

治の充実に努めなければならない。 

３ 市の組織は、市民に分かりやすく、

効率的かつ機能的なものであるとと

もに、社会経済情勢の変化及び市民の

ニーズに的確に対応するよう編成さ

れなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要望、苦情等への対応） 

第 18 条 市長等は、市政に関する市民

の要望、苦情等に誠実、迅速かつ的確

に対応するとともに、その結果につい

て速やかに市民に回答しなければな

らない。 

２ 市長等は、市民から苦情として寄せ

られた事案について、その原因を追求

し、再発防止、未然防止等の適正な対

応に努めなければならない。 

３ 市長等は、毎年度、市民の要望、苦

情等への対応状況について年次報告

を取りまとめ、これを公表する。 

 

（オンブズマン） 

第 19 条 市長は、市民の市政に関する

苦情を公正かつ中立な立場で迅速に

処理することにより、市民の権利利益

を擁護し、市政に対する市民の信頼性

を高め、公正かつ透明な市政の推進を

図るため、三鷹市総合オンブズマン

（以下「オンブズマン」という。） を

設置する。 

２ オンブズマンは、市民の申立てに係

る苦情又は自己の発意に基づき取り

を遂行しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（行政手続） 

第 32 条 市長等は、市政運営における

公正の確保と透明性の向上を図り、も

って市民の権利利益の保護に資する

ため、別に条例で定めるところによ

り、行政手続を適正に行わなければな

らない。 

 

 

（要望、苦情等への対応） 

第 33 条 市長等は、市民の市政に対す

る要望、苦情等に対して誠実かつ迅速

に対応し、その内容を施策又は事業の

改善に反映するよう努めるとともに、

当該要望、苦情等に対する検討結果及

びその理由を公表しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

（行政オンブズマン） 

第 34 条 市長は、市政に関する市民の

権利利益の侵害を救済する制度とし

て、別に条例で定めるところにより、

行政オンブズマンを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 公正と信頼の確保 

（行政手続） 

第 32 条 市は、市民等の権利利益を保

護するため、処分、行政指導及び届出

に関する手続を定め、透明で公正かつ

公平な行政手続を確保しなければな

りません。 

 

 

第８章 公正と信頼の確保 

（苦情等への対応） 

第 33 条 市は、行政の運営に関する苦

情等を公正に、かつ、その苦情等につ

いて関係のある者との間においては

中立な立場で、迅速に処理しなければ

なりません。 

２ 市は、行政の運営に関する苦情等に

対しては、市民等の権利利益を擁護

し、公正かつ迅速な処理を図るため、

適正な体制整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 市政運営の原則 

 

上げた事案について、市長等に対して

意見を述べ、若しくは是正等の措置を

講ずるよう勧告し、又は苦情等の原因

が制度そのものに起因するときは当

該制度の改善に関する提言を行うこ

とができる。 

３ 市長等は、オンブズマンの職務の遂

行に関しその独立性を尊重し、積極的

な協力援助を行うとともに、オンブズ

マンから勧告又は提言を受けたとき

は、これを尊重し、誠実かつ適切に処

理しなければならない。 

 

（適法・公正な市政運営） 

第 21 条 市政運営に携わる者は、市政

に違法又は不当な事実があった場合

は、これを放置し、又は隠してはなら

ず、組織の自浄作用により市政の透明

性を高め、市政を常に適法かつ公正な

ものにしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（危機管理） 

第 28 条 市は、緊急時に備え、市民の

身体、生命及び財産の安全性の確保及

び向上に努めるとともに、総合的かつ

機動的な危機管理の体制を強化する

ため、市民、事業者等、関係機関との

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法令遵守及び公益通報） 

第 35 条 市長等又は職員は、法令を誠

実に遵守しなければならない。 

２ 職員は、公正な職務の執行を妨げる

ような違法又は不当な事実があると

思ったときは、通報するものとする。 

３ 前項に規定する公益通報等に関す

る処理その他必要な事項については、

別に条例で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（危機管理） 

第 36 条 市長等は、市民の安全と安心

を確保するため、適切なリスク管理

（危険を予測し、その対策を講ずるこ

とをいう。）を行うほか、緊急事態に

適切に対処できる体制の充実及び強

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 公正と信頼の確保 

（倫理） 

第 34 条 市長及び議会は、政治倫理に

関する原則及び制度を定め、政治倫理

の確立と公務に対する市民等の信頼

の確保を図らなければなりません。 

２ 市長は、公務員倫理に関する原則及

び制度を定め、公務に対する市民等の

信頼の確保を図らなければなりませ

ん。 

（内部通報） 

第 35 条 職員は、適法かつ公正な市の

行政執行を妨げ、市政に対する市民等

の信頼を損なうような行為のあるこ

とを知ったときは、速やかにその事実

を内部通報に関する機関に通報しな

ければなりません。 

２ 市及び議会は、前項の規定による通

報を行った者に対し、それを理由とし

て不利益な取扱いをしてはなりませ

ん。 

 

（危機管理体制の確立） 

第 27 条 市は、市民の身体、生命、財

産及び暮らしの安全を確保するとと

もに、緊急時に、総合的かつ機能的な

活動が図られるよう危機管理体制の

確立に努めなければなりません。 



４ 市政運営の原則 

 

協力、連携及び相互支援を図らなけれ

ばならない。 

 

 

 

 

（出資団体等） 

第 27 条 市長等は、市の出資団体に対

して、適切な情報公開及び個人情報の

保護が行われるとともに、市の出資し

た目的が効果的かつ効率的に達成で

きるよう、必要な支援及び要請を行う

ことができる。 

２ 市長等は、他の団体に出資又は業務

の委託を行う場合は、必要な範囲で、

当該団体の業務及び財務に関する情

報の開示を求めることができる。 

３ 市長等は、補助金の交付を行った団

体等による公共的なサービスの提供

に関する市民の苦情を受けた場合は、

当該団体等の協力を得て、その苦情の

内容を調査し、必要と認めるときは、

当該団体等に対して意見、助言等を述

べることができる。 

 

化を図らなければならない。 

２ 市長等は、市民、関係機関並びに国

及び他の地方公共団体と相互に連携、

協力しながら、市民の安全と安心の推

進に取り組まなければならない。 

 

２ 市は、前項の目的を達成するため、

広域的な視点から近隣市や姉妹都市

等との連携を図らなければなりませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


